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諮問庁：国立大学法人弘前大学 

諮問日：平成２９年６月２８日（平成２９年（独情）諮問第３５号） 

答申日：平成２９年９月６日（平成２９年度（独情）答申第２５号） 

事件名：特定年頃に卒業した特定個人の出身高校が分かる文書の不開示決定

（存否応答拒否）に関する件 

 

 

答 申 書 

 

第１ 審査会の結論 

別紙に掲げる文書（以下「本件対象文書」という。）につき，その存否

を明らかにしないで開示請求を拒否した決定は，妥当である。 

第２ 審査請求人の主張の要旨 

１ 審査請求の趣旨 

独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律（以下「法」とい

う。）３条の規定に基づく開示請求に対し，国立大学法人弘前大学（以下

「弘前大学」，「処分庁」又は「諮問庁」という。）が行った平成２９年

５月２２日付け弘大総第１０８６号による不開示決定（以下「原処分」と

いう。）について，その取消しを求める。 

２ 審査請求の理由 

審査請求人が主張する審査請求の理由は，審査請求書の記載によると，

おおむね以下のとおりである。なお，審査請求人から提出された意見書に

は諮問庁の閲覧を不可とする旨が明示されており，本答申ではその内容は

記載しない。 

特定年頃に弘前大学を卒業した特定所属特定職の警察官Ａ氏の出身高校

の開示を求め，該当する法人文書の存否を明らかにせず，当該請求を拒否

する決定がなされた。この決定に不服があり，審査を請求する。 

特定日，Ａ氏は，私に関する第三者の申告が虚偽であることを確認した

にも拘らず，法的根拠なく私を監禁し，私の所属する会社の社長等を呼び

つけて事実と違うことを伝えた。このため，私はＡ氏とこの虚偽申告を教

唆した人物が友人関係にあったかどうかを調査している。 

警察官には友人の捜査の回避義務（犯罪捜査規範１４条）があるため，

弘前大学が保有するＡ氏の出身高校の記録は，現在の公務員としての職務

遂行の適否と密接に関わっており，法５条１号ただし書ハ「当該公務員等

の職及び当該職務遂行の内容に係る部分」に該当する。 

私は開示請求書にこの条文と情報の使途を明示している。この法５条１

号ただし書ハは日本国憲法第１６条（請願権）を担保するものであるから，

この請求拒否は私に対する人権侵害である。 
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第３ 諮問庁の説明の要旨 

１ 請求された法人文書 

法人文書開示請求書により，審査請求人から開示請求された法人文書は

別紙に掲げる文書（本件対象文書）である。 

２ 法人文書の開示・不開示の検討 

本件請求は，特定個人であるＡ氏の出身高校が分かる文書の開示を求め

ているが，当該情報は法５条１号の個人に関する情報であるため，不開示

情報に該当する。 

また，本件請求は，Ａ氏が弘前大学に在籍していたことを前提に文書の

開示を求めているが，特定個人が本学に在籍していたという事実の有無は，

法５条１号の個人に関する情報であるため不開示情報に該当する。本件対

象文書の存否を応えることは，Ａ氏が本学に在籍していたという事実の有

無を明らかにする結果を生じさせるものであることから，法８条に基づき，

当該法人文書の存否を明らかにせず，当該開示請求を拒否する決定が適切

と判断した。 

審査請求人は，Ａ氏は現在公務員であり，本件請求は公務員としての職

務遂行の適否と密接に関わっているため，法５条１号ただし書ハに該当す

ると主張するが，本学に在籍していた当該個人の出身高校は，公務員が行

政機関等の一員として担任する職務の遂行に係る活動の情報であるとは考

えられず，同号ただし書ハには該当しないと判断した。 

以上のことから，法８条に基づき，当該法人文書の存否を明らかにせず，

当該開示請求を拒否する決定を行ったものである。 

第４ 調査審議の経過 

当審査会は，本件諮問事件について，以下のとおり，調査審議を行った。 

① 平成２９年６月２８日  諮問の受理 

② 同日          諮問庁から理由説明書を収受 

③ 同年７月１８日     審査請求人から意見書を収受 

④ 同年８月１日      審議 

⑤ 同年９月４日      審議 

第５ 審査会の判断の理由 

１ 本件対象文書について 

本件開示請求は，本件対象文書の開示を求めるものであり，処分庁は，

その存否を明らかにしないで開示請求を拒否する原処分を行った。 

審査請求人は原処分の取消しを求めているが，諮問庁は，本件対象文書

については，その存否を答えるだけで，特定個人が弘前大学に在籍してい

たという事実の有無という法５条１号に該当する不開示情報を開示するこ

とになるため，その存否を明らかにしないで開示決定を拒否した原処分は

妥当である旨説明することから，以下，本件対象文書の存否応答拒否の妥



 3 

当性について検討する。 

２ 本件対象文書の存否応答拒否の妥当性について 

（１）本件開示請求は，個人を特定した上で，当該個人が弘前大学に在籍し

ていたことを前提に，その出身高校が記録された文書の開示を求めてお

り，本件対象文書の存否を答えることは，特定個人が弘前大学に在籍し

ていたという事実の有無（以下「本件存否情報」という。）を明らかに

するものであると認められる。 

（２）本件存否情報は，法５条１号本文前段に規定する個人に関する情報で

あって，特定の個人を識別することができる情報に該当すると認められ

る。また，当該情報については，弘前大学において慣行として公にされ，

又は公にすることが予定されている情報（同号ただし書イ）に該当する

とすべき事情は認められず，さらに，審査請求人が主張するように特定

個人が公務員であったとしても，個人の学歴は公務員等の職及び職務の

遂行に係る情報であるとは認められないことから，同号ただし書ハには

該当せず，加えて，同号ただし書ロに該当するとすべき事情も認められ

ない。 

（３）したがって，本件対象文書の存否を答えることは，法５条１号の不開

示情報を開示することとなるため，法８条の規定により，その存否を明

らかにしないで開示請求を拒否した決定は，妥当である。 

３ 審査請求人のその他の主張について 

審査請求人は，その他種々主張するが，いずれも当審査会の上記判断を

左右するものではない。 

４ 本件不開示決定の妥当性について 

以上のことから，本件対象文書につき，その存否を答えるだけで開示す

ることとなる情報は法５条１号に該当するとして，その存否を明らかにし

ないで開示請求を拒否した決定については，当該情報は同号に該当すると

認められるので，妥当であると判断した。 

（第５部会） 

委員 南野 聡，委員 泉本小夜子，委員 山本隆司 
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別紙（本件対象文書） 

 

特定年頃に卒業した「Ａ」さんの出身高校を教えて下さい。「Ａ」さんは

現在公務員です。私は「Ａ」さんが，特定時期に担当してはいけない案件を

担当したかどうかを調査しています。この開示請求はこの調査のためにのみ

必要なこと（独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律５条１号た

だし書ハに該当）で，他の目的には使用致しません。私は「Ａ」さんが担当

した案件が原因で会社に辞表を提出させられた者で，窮状にあり，助けて頂

きたく開示請求をお願いしております。もし出身高校が特定都道府県以外で

あれば開示の必要はございませんので，その旨お知らせ下さい。 


